
（ 総 会 資 料 ）

平成31年度  岸六自治会定期総会
日 時　 平成 31 年４月 28 日（日）午後１時30分

会 場　 岸町公民館　第一第二講座室

総　会　次　第

（1）  開 会 の こ と ば

（2）  会 長 あ い さ つ

（3）  議 長 選 出

（4）  議 事

　　　1）　 平成 30 年度　事 業 報 告
　　　2）　 平成 30 年度　収 支 決 算 報 告
　　　3）　 平成 30 年度　会 計 監 査 報 告
　　　4）　 会則一部改正
　　　5）　 平成 31 年度　事 業 計 画（案）
　　　6）　 平成 31 年度　収 支 予 算（案）
　　　7）　 起志乃天神社の修築について
　　　8）　そ　の　他

（5）  閉 会 の こ と ば
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平成 30 年度　事 業 報 告

総  務  部 厚  生  文  化  部
実 施 月 　　　実　施　内　容 実 施 月 　　　実　施　内　容
通　年 組長会議 6 回実施 通　年 岸・神明地区社会福祉協議会

同 理事会 　6 回実施 4 小学校入学祝品贈呈（5 名）
4 岸町小学校　入学式 5 岸町祭礼委員会（第 1 回）

白幡中学校　入学式 6 岸町祭礼委員会（第２回）
平成 30 年度定期総会（42 名） 7 岸町西地区祭礼（子供みこし）協力
岸町公民館　運営協議会 9 敬老祝品贈呈（175 名）

5 浦和区自治会連合会　総会 10 ふれあい会食（39 名）
岸町尚齢会　総会 11 親睦バス旅行（高尾山・昭和天皇陵、22 名）
交通安全協会　岸・神明支部　総会 12 起志乃天神社祭礼委員会
浦和区中央地区自治連　総会 1 成人祝品贈呈（2 名）
岸町公民館　運営協議会　総会 新年会（29 名）
岸・神明地区ふれあいネットワーク　総会 起志乃天神社　祭礼協力

6 岸町小学校　運動会 2 親子見学会（渋沢栄一記念館・宝登山、25 名）
岸・神明地区自治会長連絡協議会
青少年育成岸町小地区会　総会
駅前交番連絡協議会
浦和区長と語る会
岸・神明地区ふれあいネットワーク事務局会議 保  健  衛  生  部

7 岸町公民館　運営協議会 通  年 ごみ処理等巡回
岸・神明地区ふれあいネットワーク事務局会議 同 資源物回収運動

9 白幡中学校　体育祭
岸町尚齢会　長寿祝
岸・神明地区ふれあいネットワーク事務局会議

10 岸・神明地区自治会長連絡協議会
岸・神明地区ふれあいネットワーク実行委員会 防  災  部
岸町公民館　文化祭 通  年 消火器等防災器具保守点検

11 浦和区民まつり　調公園ふれあいまつり　 同 岸町防災ステーション運営
十二日町連絡協議会 6 さいたま市自主防災会　総会
浦和区中央地区自治連　研修会 9 防災キャンペーンステッカー補修・再配備

1 岸町消防団　新年会 11 岸町小学校避難場所運営訓練
浦和区中央地区自治連　新年会 12 防災器具点検整備
岸町尚齢会　新年会 1 防災倉庫点検整備

2 岸・神明地区自治会長連絡協議会 3 岸町 5・6・7 丁目自治会合同防災訓練（17 名）
浦和区自治会連合会　研修会

3 岸町公民館　運営協議会
白幡中学校　卒業式
岸町小学校　卒業式

経  理  部 広  報  部
通  年 会費等徴収事務・事業執行支出事務 通  年 お知らせ回覧・発行

３ 収支決算報告書作成・収支予算案書作成 同 掲示板運営・管理
４ 会計監査会
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平成 30 年度　収 支 決 算 書
自　平成 30 年４月１日～　至　平成 31 年３月 31 日

岸  六  自  治  会
◎収 入 の 部　　　　　　　　　　　　 △ 減　　　　　　　　　　　　（単位：円）

項 　　　     目 30年度予算額（a）30年度決算額（b）増　減 （b）－（a） 摘　　　　　　要
1.　 前 年 度 繰 越 金 3 6 2 , 5 8 9 3 6 2 , 5 8 9 0
2. 会 費 1 , 5 6 0 , 0 0 0 1 , 5 3 0 , 3 8 4 △  2 9 , 6 1 6 月 200 円× 12 ヶ月×会員数（638 世帯）　
3. 行　 事　 会　 費 2 0 8 , 0 0 0 2 0 8 , 0 0 0 バス旅行、新年会、親子見学会
4. 協 力 費 8 0 , 0 0 0 7 7 , 0 0 0 △  3 , 0 0 0 交通安全、消防等
5. 補助金及び手数料 8 0 0 , 0 0 0 9 0 1 , 0 0 0 1 0 1 , 0 0 0 市補助金、手数料
6. 雑 収 入 1 0 , 0 0 0 4 , 0 0 9 △  5 , 9 9 1 預金利息他
7. 寄 付 金 0 0 0

合　　　　　計 2 , 8 1 2 , 5 8 9 3 , 0 8 2 , 9 8 2 2 7 0 , 3 9 3

◎支 出 の 部　　　　　　　　　　　　 △ 減　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項 　　　     目 30年度予算額（a）30年度決算額（b）増　減 （b）－（a） 摘　　　　　　要

1. 総 務 部 費 1 , 0 4 0 , 0 0 0  9 4 6 , 6 0 9  △  9 3 , 3 9 1
① 印刷通信消耗品費 1 5 0 , 0 0 0  1 0 4 , 1 3 6  △  4 5 , 8 6 4 総会資料、通信印刷費、インク、用紙、
② 会 議 費 1 0 0 , 0 0 0  8 9 , 9 7 5  △  1 0 , 0 2 5 総会、役員会、監査会等運営費
③ 事 務 所 費 3 6 0 , 0 0 0  3 5 3 , 0 0 0  △  7 , 0 0 0 役員役務弁償
④ 負担金及び助成金 3 3 0 , 0 0 0  3 1 6 , 8 4 8  △  1 3 , 1 5 2 公民館、交通安全、消防、尚齢会、社協、子供会他
⑤ 渉 外 費 8 0 , 0 0 0  7 8 , 5 0 0  △  1 , 5 0 0 関係団体渉外費
⑥ 募 金 関 係 費 1 0 , 0 0 0  4 , 1 5 0  △  5 , 8 5 0 赤十字募金、赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金
⑦ 雑 費 1 0 , 0 0 0  0  △  1 0 , 0 0 0
2. 経 理 部 費 1 0 , 0 0 0  7 , 8 1 8  △  2 , 1 8 2
① 事 務 用 消 耗 品 費 1 0 , 0 0 0  7 , 8 1 8  △  2 , 1 8 2 支出執行書関係消耗品
3. 厚 生 文 化 部 費 1 , 0 5 0 , 0 0 0  1 , 3 0 9 , 9 4 6  2 5 9 , 9 4 6
① レクリエーション費 3 0 0 , 0 0 0  5 9 3 , 6 2 5  2 9 3 , 6 2 5 新年会、親睦旅行、親子見学会
② 敬 老 費 4 5 0 , 0 0 0  4 6 1 , 2 8 7  1 1 , 2 8 7 敬老祝、ふれあい会食
③ 祭 礼 費 1 5 0 , 0 0 0  1 2 7 , 2 7 8  △  2 2 , 7 2 2 夏祭り分担金、同運営費
④ 慶 弔 費 6 0 , 0 0 0  6 2 , 7 5 6  2 , 7 5 6 成人祝、入学祝、長寿祝、香典
⑤ 教 養 費 2 0 , 0 0 0  0  △  2 0 , 0 0 0 ご近所懇話会
⑥ 青 少 年 育 成 費 7 0 , 0 0 0  6 5 , 0 0 0  △  5 , 0 0 0 青少年団体活動助成
4. 保 健 衛 生 部 費 4 0 , 0 0 0  3 6 , 4 9 1  △  3 , 5 0 9
① 体 育 行 事 費 1 0 , 0 0 0  0  △  1 0 , 0 0 0 体育行事
② 環 境 整 備 費 3 0 , 0 0 0  3 6 , 4 9 1  6 , 4 9 1 ごみ収集所管理、、同運営費
5. 防 災 部 費 2 5 0 , 0 0 0  1 1 5 , 0 5 8  △  1 3 4 , 9 4 2
① 防 災 費 2 4 0 , 0 0 0  1 1 5 , 0 5 8  △  1 2 4 , 9 4 2 防災訓練、消火器、防犯活動
② 交 通 事 故 対 策 費 1 0 , 0 0 0  0  △  1 0 , 0 0 0 看板設置、交通安全対策
6. 広　 報　 部　 費 5 0 , 0 0 0  1 5 , 6 2 2  △  3 4 , 3 7 8
① 広 報 活 動 費 5 0 , 0 0 0  1 5 , 6 2 2  △  3 4 , 3 7 8 広報活動諸費
7. 積 立 金 3 0 0 , 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0  0
① 積 立 金 3 0 0 , 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0  0 災害対策等諸準備用積立
8. 予 備 費 7 2 , 5 8 9  0  △  7 2 , 5 8 9
① 予 備 費 7 2 , 5 8 9  0  △  7 2 , 5 8 9

次 期 繰 越 金 0  3 5 1 , 4 3 8  3 5 1 , 4 3 8
合　　　　　計 2 , 8 1 2 , 5 8 9  3 , 0 8 2 , 9 8 2  2 7 0 , 3 9 3  

収入総額 3 , 0 8 2 , 9 8 2 円

支出総額 2 , 7 3 1 , 5 4 4 円

差引残高 3 5 1 , 4 3 8 円

本年度繰越金 3 5 1 , 4 3 8 円
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［特別会計・収支決算書］
自　平成 30 年４月１日～　至　平成 31 年３月 31 日

◎収 入 の 部 （単位：円）
項　　目 金　　　額

１．前年度繰越金 3 , 6 1 9 , 7 0 3  
内
訳

①資源物回収補助金（普通預金口座） 4 3 7 , 4 3 2  
②積立金（積立定期預金口座）　 3 , 1 8 2 , 2 7 1  

２．補助金受入収入（普通預金口座） 2 7 2 , 5 0 0  
３．積立金受入編入（定期預金口座） 3 0 0 , 0 0 0  
４．受取利息 2 7 7  
内
訳

①普通預金利息 3  
②定期預金利息　 2 7 4  

合   　    計 4 , 1 9 2 , 4 8 0  

◎支 出 の 部 （単位：円）
項　　目 金　　　額

１．資源物回収運動還元支出 0  
２．特別支出 0  
３．次期繰越金 4 , 1 9 2 , 4 8 0  
内
訳

①資源物回収補助金（普通預金口座） 7 0 9 , 9 3 5  
②積立金（積立定期預金口座）　 3 , 4 8 2 , 5 4 5  

合   　    計 4 , 1 9 2 , 4 8 0  

［募金会計・収支決算書］
自　平成 30 年４月１日～　至　平成 31 年３月 31 日

◎収 入 の 部 （単位：円）
項　　目 金　　　額

１．募金受け入れ収入（５００円×３８１世帯） 1 9 0 , 5 0 0  
内
訳

①集金扱い収入（３０７世帯） 1 5 3 , 5 0 0  
②振込扱い収入（７４世帯） 3 7 , 0 0 0  

②．一般会計（総務部・⑥募金関係費）補填受け入れ 4,150 
合   　    計 1 9 4 , 6 5 0  

◎支 出 の 部 （単位：円）
項　　目 金　　　額

１．赤十字募金 8 0 , 0 0 0  
２．赤い羽根共同募金 9 0 , 0 0 0  
３．歳末助け合い募金 2 4 , 6 5 0  
４．次期繰越金 0  

合   　    計 1 9 4 , 6 5 0  

［次期繰越金報告書］
会計区分 金　　額 左記金額内訳

現　　金 普通預金口座残高 定期預金口座残高
一般会計 3 5 1 , 4 3 8  1 2 6 , 0 8 7  2 2 5 , 3 5 1  0  
特別会計 4 , 1 9 2 , 4 8 0  0  7 0 9 , 9 3 5  3 , 4 8 2 , 5 4 5  
募金会計 0  0  0  0  
合　　計 4 , 5 4 3 , 9 1 8  1 2 6 , 0 8 7  9 3 5 , 2 8 6  3 , 4 8 2 , 5 4 5  

　   上 記 の 通 り 報 告 い た し ま す 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　   上 記 監 査 の 結 果 相 違 な い こ と を 認 め ま す 。
　　　　　　 平成 31 年 4 月 28 日　　　　　　　　　　　　　　　 平成 31 年 4 月 2 日
　　　　　　　　　会　　長　後　藤　泰　雄　㊞　　　　　　　　　　　　　監　事　清　水　達　男　㊞
　　　　　　　　　経理部長　金　井　　　茂　㊞　　　　　　　　　　　　　監　事　杉　田　千　代　㊞
　　　　　　　　　経 理 部　手　塚　拓　枝　㊞
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岸　六　自　治　会　　会　則
（名　称）
第１条　　この会は岸六自治会と称する。
　　　　　事務所は会長宅に置く。

（地　域）
第２条　　この会の地域は岸町６丁目の区域とする。

（目　的）
第３条　　この会は会員相互の親睦と共同の福祉の増進を図るをもって目的とする。

（組　織）
第４条　　  この会は岸町６丁目に居住する世帯及びその家族、並びに事務所等の代表者または管理者

で、この会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
（事　業）
第５条　　この会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
　　　　　１、文化、教養、保健その他会員の共同の福祉に関すること。
　　　　　２、環境衛生に関すること。
　　　　　３、警備灯の設置及び管理に関すること。
　　　　　４、祭礼、慶弔及び会員相互の親睦に関すること。
　　　　　５、公共機関などの寄付金募集に関すること。

（役　員）
第６条　　この会に次の役員を置く。
　　　　　会　　　長　　　　１名
　　　　　副　会　長　　　　若干名
　　　　　監　　　事　　　　２名
　　　　　理　　　事　　　　若干名
　　　　　委員（組長）　　　　若干名

（役員の任期）
第７条　　役員の任期は２年とし再選を妨げない。
　　　　　ただし委員（組長）は１年ごとに持ち回り交代する。
　　　　　会長は再選を妨げないが、任期６年を限度とする。
　　　　　補欠の場合は前任者の残任期間とする。
　　　　　役員は任期終了後も後任者が決定するまではその職務を行なう。

（役員の選出）
第８条　　会長、副会長、監事は総会で会員の中から選出する。
　　　　　理事は役員会で選出する。
　　　　　委員は各組で選出する。

（役員の任務）
第９条　　会長は会を代表し会務を総括する。
　　　　　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
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　　　　　監事は庶務、会計を監査する。
　　　　　理事は会務の審議並びに専門事項を執行する。
　　　　　委員は会務を審議し、また必要な事項を組内会員に連絡する。

（顧問の設置）
第１０条　この会に顧問を置くことができる。
　　　　　顧問は理事会が推薦し会長が委嘱する。
　　　　　委嘱期間は役員の任期に準ずる。
　　　　　顧問は重要な会務について会長の諮問に応える。

（会　議）
第１１条　会議は総会及び役員会とし、会長これを招集して議長となる。
　　　　　１、総会は定例総会と臨時総会とする。
　　　　　２、定例総会は毎年１回春季に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき開く。
第１２条　総会に付議すべき事項はおおむね次の通りとする。
　　　　　１、会則の制定及び改廃
　　　　　２、事業報告及び収支決算
　　　　　３、事業計画案及び収支予算案
　　　　　４、その他重要と認められる事項
第１３条　理事会及び委員会は、会長が会務運営上必要と認めたときこれを招集する。

（機　構）
第１４条　第５条に定める事業を行なうため、次に掲げる部を置く。
　　　　　１、総　務　部
　　　　　２、経　理　部
　　　　　３、厚生文化部
　　　　　４、保健衛生部
　　　　　５、防　災　部
　　　　　６、広　報　部
第１５条　前条各部に部長を置く。
　　　　　部長は会長が理事会に諮り、理事の中から指名し委嘱する。
　　　　　各部長は会員の中から部員を選定し、担当部門の推進に当たらす。
第１６条　  会務の円滑なる運営を図るため会の地域を分けて組を設け、各組に委員若干名を置く。委

員は各組で選出する。組については別に定める。
（会　計）
第１７条　この会の経費は会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
　　　　　会費は月額２００円とし、各委員が組内の会員から徴収し経理部に納める。
　　　　　会費は半年または１年分をまとめて納付することができる。
第１８条　少額金額の支払い計画について会長は経理担当副会長に委任することができる。
第１９条　  前条の業務を執行したときは、担当副会長は領収書などを添付して経理部長に支出を命ず

るものとする。
　　　　　経理部長は１ヶ月分をまとめて会長に報告する。
第２０条　この会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
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（雑　則）
第２１条　この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
　　　　　１、会員及び役員名簿
　　　　　２、金銭出納簿及び証拠書類
　　　　　３、財産台帳
　　　　　４、会議記録及び諸記録
第２２条　この会の細則は理事会で別に定める。
第２３条　この会則は昭和３６年５月１日から施行する。
第２４条　昭和５８年５月１５日一部改正
　　　　　昭和６０年５月　３日一部改正
　　　　　昭和６１年４月２９日一部改正
　　　　　昭和６２年５月２４日一部改正
　　　　　平成　３年６月　９日一部改正
　　　　　平成３０年４月２９日一部改正

岸　六　自　治　会　　慶　弔　規　定

　　　　　この会の会則第５条の４により、会員及び家族の慶弔慰の細則を次の通り定める。

　　　　　１、会員家族　　　　　　　７５歳以上　敬老祝い　　　　　予算の範囲
　　　　　２、会員家族　　　　　　　小学校１年生入学祝い　　　　　予算の範囲
　　　　　３、会員家族　　　　　　　成人祝い　　　　　　　　　　　予算の範囲
　　　　　４、会員及び同居家族　　　死亡　　　　　　　　　　　　　香料５０００円
　　　　　５、その他会長が必要と認めた事項については理事会に諮り決定する。

　　　　　この規定は平成９年４月１日より実施する。
　　　　　平成31年４月28日一部改正
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平成 30・31 年度　　岸 六 自 治 会 役 員
役　　　　職 氏　　　名 電　　　話 備　　考

顧 問 池　田　和　夫 ８２２－１３８２
〃 近　藤　昭　作 ８２４－６７６５

会 長 後　藤　泰　雄 ８２２－７６１９ 民生児童委員
副 会 長・ 総 務 担 当 笠　井　幸　司 ８６１－１００８ 民生児童委員
副 会 長・ 経 理 担 当 金　井　　　茂 ８６１－８９６１ クリーンさいたま推進委員
副会長・厚生文化担当 山　中　清　子 ８２２－７８５３
副会長・保健衛生担当 杉　山　和　男 ８６２－０７８１ クリーンさいたま推進委員
副 会 長・ 防 災 担 当 勝　浦　　　稔 ８２２－１２９１
副 会 長・ 広 報 担 当 山　﨑　　　俊 ８３２－０３５３
監 　 事 清　水　逹　男 ８６１－０２９７

〃 杉　田　千　代 ８２３－１２２１
総 務 部 長 笠　井　幸　司
理 事・ 総 務 部 岩　﨑　　　裕 ８２４－５２７５ クリーンさいたま推進委員
経 理 部 長 金　井　　　茂
理 事・ 経 理 部 手　塚　拓　枝 ８２２－５２２４
厚 生 文 化 部 長 山　中　清　子
理 事・ 厚 生 文 化 部 西　村　正　男 ８６６－４２２２

〃 手　塚　拓　枝
〃 齋　藤　和　子 ８２２－３８１９
〃 岡　田　直　子 ８３２－２１７６

保 健 衛 生 部 長 杉　山　和　男
理 事・ 保 健 衛 生 部 八木橋　正　夫 ８３３－５９９９

〃 青　山　廣　子 ８２２－９９５２
防 災 部 長 勝　浦　　　稔 （岸六自主防災会）
理 事・ 防 災 部 山　﨑　　　俊

〃 岩　﨑　　　裕
広 報 部 長 山　﨑　　　俊
理 事・ 広 報 部 笠　井　幸　司

〃 金　井　　　茂
〃 西　村　正　男
〃 杉　山　和　男

地 区 長（ 東 部 ） 山　中　清　子
　　〃　　（中部・１区） 齋　藤　和　子
　　〃　　（中部・２区） 岩　﨑　　　裕
　　〃　　（西部・１区） 杉　山　和　男
　　〃　　（西部・２区） 西　村　正　男
　　〃　　（西部・３区） 笠　井　幸　司
　　〃　　（西部・４区） 金　井　　　茂

※個人情報につき、取り扱いにはご注意ください。
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（参考資料）

各 種 委 員 会
（敬称略）

○ 民生児童委員 後　藤　泰　雄 笠　井　幸　司

○ 岸・神明地区社会福祉協議会委員
池　田　和　夫 後　藤　泰　雄
笠　井　幸　司 日　野　　　明
山　㟢　　　俊 金　井　　　茂
後　藤　　　勉

○ 青少年育成岸町小地区会委員
池　田　和　夫 後　藤　泰　雄
笠　井　幸　司 岩　﨑　　　裕
杉　田　千　代 西　村　正　男

○ 地域防犯推進委員
池　田　和　夫 後　藤　泰　雄
笠　井　幸　司 勝　浦　　　稔

○ クリーンさいたま推進委員
杉　山　和　男 岩　﨑　　　裕
金　井　　　茂
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平成 31 年度　事業計画（案）
岸  六  自  治  会

　地域の住民が安心して暮らすためには、防犯・防災対策、ごみの問題、交通安全
対策、道路・公園等の環境整備など、多くの課題があります。
　これらを解決するためには、地域の皆さんが力を合わせ、支え合うことが必要です。
当自治会は、本年度も「互いに声かけ　安全・安心」を合言葉に、活動を進めてい
きます。

［ 活 動 の 基 本 方 針 ］

1. 環境衛生の整備、改善をすすめます。
2. 防犯、防災活動の充実を図ります。
3. 交通事故防止対策をすすめます。
4. 厚生文化、福祉活動をより充実させます。
5. 広報活動を積極的に展開します。

各 部 の 事 業 計 画

1. 総　務　部
　　  1）　各種団体渉外
　　  2）　総会、役員会、組長会運営
　　  3）　自治連活動への参加、協力
　　  4）　公民館行事への積極的参加
　　  5）　地域団体との連携協力

2. 経　理　部
　　 1）　会費等の徴集
　　 2）　収支事務

3. 厚 生 文 化 部
　　 1）　教養講座の実施
　　 2）　親子レクリエーション活動の実施
　　 3）　親睦研修旅行の実施
　　 4）　地域の祭りへの協力
　　 5）　ふれあい会食の実施
　　 6）　子ども会活動、青少年育成活動への助成
　　 7）　各種祝い品の贈呈

4. 保 健 衛 生 部
　　 1）　ごみ処理対策
　　 2）　資源物回収活動
　　 3）　市・区主催ごみゼロ運動

5. 防　災　部
　　 1）　交通安全に関する啓蒙活動
　　 2）　防災講習会の実施
　　 3）　防災器具の保守点検、整備
　　 4）　防犯活動の推進
　　 5）　地域防災マップの活用

6. 広　報　部
　　 1）　お知らせ回覧の発行
　　 2）　各種広報の配布・回覧
　　 3）　掲示板管理等広報活動
　　 4）　ホームページの改訂



―  10  ―

平成 31 年度　収 支 予 算 書
自　平成 31 年４月１日～　至　令和２年３月 31 日

岸  六  自  治  会
◎収 入 の 部　　　　　　　　　　　　 △ 減　　　　　　　　　　　　（単位：円）

項 　　　     目 31年度予算額（a）30年度決算額（b）増　減 （a）－（b） 摘　　　　　　要
1.　 前 年 度 繰 越 金 3 5 1 , 4 3 8 3 6 2 , 5 8 9 △  1 1 , 1 5 1
2. 会 費 1 , 5 3 6 , 0 0 0 1 , 5 3 0 , 3 8 4 5 , 6 1 6 月 200 円× 12 ヶ月×会員数（640 世帯）
3. 行　 事　 会　 費 2 1 0 , 0 0 0 2 0 8 , 0 0 0 2 , 0 0 0 バス旅行、新年会、親子見学会
4. 協 力 費 8 0 , 0 0 0 7 7 , 0 0 0 3 , 0 0 0 交通安全、消防等
5. 補助金及び手数料 9 0 0 , 0 0 0 9 0 1 , 0 0 0 △  1 , 0 0 0 市補助金、手数料
6. 雑 収 入 1 0 , 0 0 0 4 , 0 0 9 5 , 9 9 1 預金利息他
7. 寄 付 金 0 0 0

合　　　　　計 3 , 0 8 7 , 4 3 8 3 , 0 8 2 , 9 8 2 4 , 4 5 6

◎支 出 の 部　　　　　　　　　　　　 △ 減　　　　　　　　　　　　（単位：円）
項 　　　     目 31年度予算額（a）30年度決算額（b）増　減 （a）－（b） 摘　　　　　　要

1. 総 務 部 費 1 , 0 1 0 , 0 0 0  9 4 6 , 6 0 9  6 3 , 3 9 1
① 印刷通信消耗品費 1 2 0 , 0 0 0  1 0 4 , 1 3 6  1 5 , 8 6 4 総会資料、通信印刷費、インク、用紙、
② 会 議 費 1 0 0 , 0 0 0  8 9 , 9 7 5  1 0 , 0 2 5 総会、役員会、監査会等運営費
③ 事 務 所 費 3 6 0 , 0 0 0  3 5 3 , 0 0 0  7 , 0 0 0 役員役務弁償
④ 負担金及び助成金 3 3 0 , 0 0 0  3 1 6 , 8 4 8  1 3 , 1 5 2 公民館、交通安全、消防、尚齢会、社協、子供会他
⑤ 渉 外 費 8 0 , 0 0 0  7 8 , 5 0 0  1 , 5 0 0 関係団体渉外費
⑥ 募 金 関 係 費 1 0 , 0 0 0  4 , 1 5 0  5 , 8 5 0 赤十字募金、赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金
⑦ 雑 費 1 0 , 0 0 0  0  1 0 , 0 0 0
2. 経 理 部 費 1 0 , 0 0 0  7 , 8 1 8  2 , 1 8 2
① 事 務 用 消 耗 品 費 1 0 , 0 0 0  7 , 8 1 8  2 , 1 8 2 支出執行書関係消耗品
3. 厚 生 文 化 部 費 1 , 3 5 0 , 0 0 0  1 , 3 0 9 , 9 4 6  4 0 , 0 5 4
① レクリエーション費 6 0 0 , 0 0 0  5 9 3 , 6 2 5  6 , 3 7 5 新年会、親睦旅行、親子見学会
② 敬 老 費 4 5 0 , 0 0 0  4 6 1 , 2 8 7  △  1 1 , 2 8 7 敬老祝、ふれあい会食
③ 祭 礼 費 1 5 0 , 0 0 0  1 2 7 , 2 7 8  2 2 , 7 2 2 夏祭り分担金、同運営費
④ 慶 弔 費 6 0 , 0 0 0  6 2 , 7 5 6  △  2 , 7 5 6 成人祝、入学祝、長寿祝、香典
⑤ 教 養 費 2 0 , 0 0 0  0  2 0 , 0 0 0 ご近所懇話会
⑥ 青 少 年 育 成 費 7 0 , 0 0 0  6 5 , 0 0 0  5 , 0 0 0 青少年団体活動助成
4. 保 健 衛 生 部 費 5 0 , 0 0 0  3 6 , 4 9 1  1 3 , 5 0 9
① 体 育 行 事 費 1 0 , 0 0 0  0  1 0 , 0 0 0 体育行事
② 環 境 整 備 費 4 0 , 0 0 0  3 6 , 4 9 1  3 , 5 0 9 ごみ収集所管理、同運営費
5. 防 災 部 費 1 9 0 , 0 0 0  1 1 5 , 0 5 8  7 4 , 9 4 2
① 防 災 費 1 8 0 , 0 0 0  1 1 5 , 0 5 8  6 4 , 9 4 2 防災訓練、消火器、防犯活動
② 交 通 事 故 対 策 費 1 0 , 0 0 0  0  1 0 , 0 0 0 看板設置、交通安全対策
6. 広 報 部 費 1 4 0 , 0 0 0  1 5 , 6 2 2  1 2 4 , 3 7 8
① 広 報 活 動 費 1 4 0 , 0 0 0  1 5 , 6 2 2  1 2 4 , 3 7 8 広報活動諸費
7. 積 立 金 2 0 0 , 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0  △  1 0 0 , 0 0 0
① 積 立 金 2 0 0 , 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0  △  1 0 0 , 0 0 0 災害対策等諸準備用積立
8. 予 備 費 1 3 7 , 4 3 8  0  1 3 7 , 4 3 8
① 予 備 費 1 3 7 , 4 3 8  0  1 3 7 , 4 3 8

次 期 繰 越 金 0  3 5 1 , 4 3 8  △  3 5 1 , 4 3 8
合　　　　　計 3 , 0 8 7 , 4 3 8  3 , 0 8 2 , 9 8 2  4 , 4 5 6

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 上 記 の 通 り 計 上 い た し ま す 。
　　　　　　　　　　　　　　　　 平成 31 年 4 月 28 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸 六 自 治 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　後　藤　泰　雄
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第 7 号議案

起志乃天神社の修築について

　岸町 5 丁目の起志乃天神社の境内地は、岸町 5、6、7 丁目唯一の、さいたま市の

岸町公園として、近隣の皆様に親しまれております。

　天神社の社殿は、戦後まもなく高砂小学校より移築されたものですが、昭和５４

年に一部の修繕をして以来約 40 年を経過し、経年による劣化が進み、このまま放

置すると重大な事故を招くことが懸念され、早急に修繕する必要があります。

　先般、天神社奉賛会役員及び岸町５，６，７丁目自治会長による協議の結果、天神

社は児童の守護神として広く信仰されており、地域の児童の安全と学業の向上を図

り、また地域の皆様の交流の場として、この社殿の修築計画を進めることになりま

した。

　本格的な修築には、約１千万の費用が必要との見積りが出ております。

　その資金計画については、天神社奉賛会総代・氏子にて３００万円、地域の皆様

からの寄付にて４００万円、残り３００万円について岸町 5、6、7 丁目からの補助

をお願いすることとなりました。

　当自治会としては、この修築計画に対して、１００万円を上限として協力いたし

たく、会員の皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。



Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ






